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シーダム藤沢善行管理組合

第 22期 定期総会議案書

(日  時〉  管理委託契約締結に係る重要事項説明会

2018年 3月 25日 (日 )14:00～ 14:20

※総会開催前に管理委託契約締結に係る重要事項説明会が開催されます。

第 22期 定 期 総 会

2018年 3月 25日 (日 )14:20～ 16:00

(場  所 )  集 会 室

(次  第 〉 1.開 会

2.総会成立の確認

3,議事録署名人の指名等

4.議 題

5.閉 会

第 1号議案  第 22期事業活動報告及び収支決算報告の件

第 2号議案  機械式駐車場撤去平置き化の件

第 3号議案  管理委託契約更新の件

第 4語議案  防犯カメラ契約変更の件

第 5号議案  第 2回大規模修繕工事 建物調査 。

見積依頼図書作成補助業務依頼の件

第 6号議案  民泊に関する管理規約変更の件

第 7号議案  役員輪番制導入の件

第 8号議案  第 23期事業計画及び収支予算の件

第 9号議案  第 23期役員選任の件

その他 ペ ッ トに関す る他マンシ ョンの事例

その他 長期修繕計画に関す る件

(当 日にお持 ちいただ くもの〉

1.
2.
3,
4.

本 総 会 議 案 書

重 要 事 項 説 明 書

管 理 委 託 契 約 書 (案 )

座 布 団 、 ス リ ッパ

シ ー ダ ム 藤 沢 善 行 管 理 組 合

第 2 2 期 定 期 総 会 議 案 書

〈 日 　 時 〉管 理 委 託 契 約 締 結 に 係 る 重 要 事 項 説 明 会

2 0 1 8 年 3 月 2 5 日 　 （ 日 ） 　 1 4 　 0 0 ～ 1 4 ’ 2 0

※ 総 会 開 催 前 に 管 理 委 託 契 約 締 結 に 係 る 重 要 事 項 説 明 会 が 開 催 さ れ ま す 。

第 2 2 期 定 期 総 会

2 0 1 8 年 3 月 2 5 日 　 （ 日 ） 　 1 4 　 2 0 ～ 1 6 　 0 0

〈 場 　 　 所 〉集 会 室

〈 次 　 第 〉1 ． 開 　 会

2 ． 総 会 成 立 の 確 認

3 ． 議 事 録 署 名 人 の 指 名 等

4 ． 議 　 題 　 　 第 1 号 議 案

　 　 　 　 　 　 第 2 号 議 案

　 　 　 　 　 　 第 3 号 議 案

　 　 　 　 　 　 第 4 語 議 案

　 　 　 　 　 　 第 5 号 議 案

第 6 号 議 案

第 7 号 議 案

第 8 号 議 案

第 9 号 議 案

そ の 他

そ の 他

第 2 2 期 事 業 活 動 報 告 及 び 収 支 決 算 報 告 の 件

機 械 式 駐 車 場 撤 去 平 置 き 化 の 件

管 理 委 託 契 約 更 新 の 件

防 犯 カ メ ラ 契 約 変 更 の 件

第 2 回 大 規 模 修 繕 工 事 建 物 調 査 ・

見 積 依 頼 図 書 作 成 補 助 業 務 依 頼 の 件

民 泊 に 関 す る 管 理 規 約 変 更 の 件

役 員 輪 番 制 導 入 の 件

第 2 3 期 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 の 件

第 2 3 期 役 員 選 任 の 件

ペ ッ ト に 関 す る 他 マ ン シ ョ ン の 事 例

長 期 修 繕 計 画 に 関 す る 件

5 ． 閉 　 会

〈 当 日 に お 持 ち い た だ く も の 〉

1 ．

2

3

4

本 総 会 議 案 書
重 要 事 項 説 明 書
管 理 委 託 契 約 書 （ 案 ）
座 布 団 、 ス リ ッ パ

　 　 　 　 　 　 ロ ロ
㌍ 　 　 　 　 ゜ ° ° 　 三
口 　 1 　 　 　 　 　 口 　 ［ コ コ

呂 ；

二 目



第 6号 議 案  民 泊 に関す る管 理 規 約 変 更 の件

2017年 6月 に 成 立 し公 布 され た 「住 宅 宿 泊 事 業 法 」 で は 、 住 宅 宿 泊 事 業 (い わ

ゆ る 民 泊 )が 「宿 泊 料 を 受 け て 住 宅 に 人 を宿 泊 させ る 事 業 」 と定 義 され 、 分 譲 マ ン

シ ョン な どの 「住 宅 」 に お い て も 、 事 業 者 が 所 管 の 自治 体 窓 ロヘ 届 出 を行 うこ とで 民

泊 営 業 が で き る こ とに な りま した 。

届 出 受 付 の 際 に 「管 理 規 約 違 反 の 不 存 在 の 確 認 」 が 要 件 の ひ とつ とな る予 定 で あ り

2017年 8月 に 国 土 交 通 省 か ら住 宅 宿 泊 事 業 を 可 能 とす る場 合 と禁 止 す る場 合 の 規

定 を 示 した マ ン シ ョン標 準 管 理 規 約 も公 表 され ま した 。 こ の マ ン シ ョン標 準 管 理 規 約

の コ メ ン トに お い て 、 管 理 組 合 と して マ ン シ ョン に お け る 当該 事 業 の 可 否 を 明 確 に す

る こ とが 望 ま しい と示 され て お りま す 。

当 マ ン シ ョン は 規 約 第 12条 (専 有 部 分 の 用 途 )で 、 専 有 部 分 を 「専 ら住 宅 と して

使 用 す る も の 」 と規 定 して お りま す が 、 これ を も つ て 「宿 泊 料 を受 け て 住 宅 に 人 を宿

泊 させ る事 業 」 を禁 止 す る とは 解 され ず 、 明 確 に禁 止 して い る 条 文 等 が 規 定 され て い

な け れ ば 「管 理 規 約 違 反 が 不 存 在 で あ る」 と して 、 事 業 の 届 出 が 受 理 され る可 能 性 が

あ りま す 。

理 事 会 で 検 討 した 結 果 、 当 マ ン シ ョン は住 宅 専 用 の マ ン シ ョン で あ り、 不 特 定 の 第

二 者 が マ ン シ ョン 内 に 立 入 り共 用 部 分 ・ 専 有 部 分 を使 用 す る こ とは騒 音 や ゴ ミ出 し等

の マ ナ ー 及 び 防 犯 面 等 の 問 題 か ら、 居 住 者 に と つ て は 好 ま しい こ とで は な い と考 え 、

住 宅 宿 泊 事 業 を禁 止 す る規 約 変 更 を行 うこ と とい た しま した 。

同 様 の 観 点 か ら、 多 人 数 の 居 住 の 用 に 供 す る シ ェ ア ハ ウス や 短 期 間 の 部 屋 貸 しを繰

り返 す ウ ィー ク リー マ ン シ ョン等 と して の 使 用 も禁 止 す る こ と を 、 規 約 第 12条 の 2

(用 途 制 限 )と して 追 加 す る こ と とい た しま す 。

な お 、 管 理 規 約 の 変 更 は 、 シ ー ダ ム藤 沢 善 行 管 理 規 約 第 46条 (総 会 の 会 議 及 び 議

事 )第 3項 第 1号 に 基 づ き 、 組 合 員 総 数 の 4分 の 3以 上 で ユ つ 議 決 権 総 数 の 4分 の 3

以 上 の 多 数 に よ る承 認 を得 る こ とが 議 決 要 件 とな りま す 。 内 容 を ご確 認 い た だ き 、 ご

審 議 を お 願 い 致 しま す 。

1.提 案 内 容

(1)管理規約の一部変更について

「現行規約・変更案対照表」をご参照ください。

第 6 号 議 案 　 民 泊 に 関 す る 管 理 規 約 変 更 の 件

　 2 0 1 7 年 6 月 に 成 立 し 公 布 さ れ た 「 住 宅 宿 泊 事 業 法 」 で は 、 住 宅 宿 泊 事 業 （ い わ
ゆ る 民 泊 ） が 「 宿 泊 料 を 受 け て 住 宅 に 人 を 宿 泊 さ せ る 事 業 」 と 定 義 さ れ 、 分 譲 マ ン
シ ョ ン な ど の 「 住 宅 」 に お い て も 、 事 業 者 が 所 管 の 自 治 体 窓 口 へ 届 出 を 行 う こ と で 民
泊 営 業 が で き る こ と に な り ま し た 。
　 届 出 受 付 の 際 に 「 管 理 規 約 違 反 の 不 存 在 の 確 認 」 が 要 件 の ひ と つ と な る 予 定 で あ り 、

2 0 1 7 年 8 月 に 国 土 交 通 省 か ら 住 宅 宿 泊 事 業 を 可 能 と す る 場 合 と 禁 止 す る 場 合 の 規
定 を 示 し た マ ン シ ョ ン 標 準 管 理 規 約 も 公 表 さ れ ま し た 。 こ の マ ン シ ョ ン 標 準 管 理 規 約
の コ メ ン ト に お い て 、 管 理 組 合 と し て マ ン シ ョ ン に お け る 当 該 事 業 の 可 否 を 明 確 に す
る こ と が 望 ま し い と 示 さ れ て お り ま す 。

　 当 マ ン シ ョ ン は 規 約 第 1 2 条 （ 専 有 部 分 の 用 途 ） で 、 専 有 部 分 を 「 専 ら 住 宅 と し て
使 用 す る も の 」 と 規 定 し て お り ま す が 、 こ れ を も っ て 「 宿 泊 料 を 受 け て 住 宅 に 人 を 宿
泊 さ せ る 事 業 」 を 禁 止 す る と は 解 さ れ ず 、 明 確 に 禁 止 し て い る 条 文 等 が 規 定 さ れ て い
な け れ ば 「 管 理 規 約 違 反 が 不 存 在 で あ る 」 と し て 、 事 業 の 届 出 が 受 理 さ れ る 可 能 性 が
あ り ま す 。

　 理 事 会 で 検 討 し た 結 果 、 当 マ ン シ ョ ン は 住 宅 専 用 の マ ン シ ョ ン で あ り 、 不 特 定 の 第
三 者 が マ ン シ ョ ン 内 に 立 入 り 共 用 部 分 ・ 専 有 部 分 を 使 用 す る こ と は 騒 音 や ゴ ミ 出 し 等
の マ ナ ー 及 び 防 犯 面 等 の 問 題 か ら 、 居 住 者 に と っ て は 好 ま し い こ と で は な い と 考 え 、

住 宅 宿 泊 事 業 を 禁 止 す る 規 約 変 更 を 行 う こ と と い た し ま し た 。
　 同 様 の 観 点 か ら 、 多 人 数 の 居 住 の 用 に 供 す る シ ェ ア ハ ウ ス や 短 期 間 の 部 屋 貸 し を 繰
り 返 す ウ ィ ー ク リ ー マ ン シ ョ ン 等 と し て の 使 用 も 禁 止 す る こ と を 、 規 約 第 1 2 条 の 2
（ 用 途 制 限 ） と し て 追 加 す る こ と と い た し ま す 。

　 な お 、 管 理 規 約 の 変 更 は 、 シ ー ダ ム 藤 沢 善 行 管 理 規 約 第 4 6 条 （ 総 会 の 会 議 及 び 議
事 ） 第 3 項 第 1 号 に 基 づ き 、 組 合 員 総 数 の 4 分 の 3 以 上 で 且 つ 議 決 権 総 数 の 4 分 の 3
以 上 の 多 数 に よ る 承 認 を 得 る こ と が 議 決 要 件 と な り ま す 。 内 容 を ご 確 認 い た だ き 、 ご
審 議 を お 願 い 致 し ま す 。

1 　 提 案 内 容

（ 1 ） 管 理 規 約 の 一 部 変 更 に つ い て

「 現 行 規 約 ・ 変 更 案 対 照 表 」 を ご 参 照 く だ さ い 。



現 行規 約 日変更 案 対 照表  (下線は変更部分を示 します。 )

1.第 12条 (専有部分の用途)及 び第 19条 (専有部分の貸与)を 次のとお り変更する。

現 行 規 約 変   更   案

(専有部分の用途)

第 12条 住戸部分の区分所有者は、その専有部分を

専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供 し

てはならない。

2 対象物件の住戸部分を消費者金融、特殊政治団

体、風俗営業、深夜営業等および危険物、汚物、悪

臭を発する物品等の販売・保管の用途に供 してはな

らない。

(新 設 )

(新 設 )

(新 設 )

(専有部分の用途)

第 12条 (同 左 )

2(同 左 )

3 区分所有者は、その車有都ノ刀`を住 宅宿 泊事業法

(平成 29年法律第 65号。)第 3条第 1項の届出

を行つて営む同法第 2条第 3項の住宅宿泊事業及び

国家戦略特別 区域法 (平成 25年法律第 107
号。)第 13条第 1項 庁を受 けて行 う国家

戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用しては

ならない。
4 区分所有者は、前二項に違反する用途で専有部分

を使用す ることを内容 とす る一切 の広告 及びイ ン

ターネットを介 したウェブサイ ト等への登録、掲出

その他の募集又は働誘を行つてはならない。

5 前四項の定めは、占有者 に準用す るハ

(用途制限)

第 12条の2 (新 設 )

(用途制限)

第 12条の2 区分所有者及び占有者は、前条に定め

るもののほか、専有部分 次の各号に定める用途に

使用 してはならない∩

シェアハウス (賃貸借契約等により1住戸に3

世帯を超える世帯が居住する使用形態を言い、企

業・団体・学校等の寮、寄宿舎としての使用を含

む)

二 短期賃貸住宅 (いわゆるウィークリーマンショ

ン、マンスリーマンション等、不特定の者と短期

間の賃貸借契約 繰 り返す や、の )

グループホーム (社会福祉法人や介護サービス

事業者等の支援を受けながら、認知症高齢者若し

くは障害者等が集団で生活するもの)

2 前項各号に定める用途の使用者を募集するための

広告等については、前条 (専有部分の用途)第 3項

を準用する。

3 専有部分の用途について、第 1項各号のいずれか

に抵触する疑いがあるときは、理事長又はその指定

を受けた者は、必要な範囲内において専有部分に立

入 り、調査を行 うことができる。この場合において
当言ク童 若 獣 本 の F′_｀口片若 弔 7ミ 士 右 芽 ,十 正 半 Pヽ 千印

由がなければこれを拒否 してはノkヽ らないハ

4 第 1項の規定にかかわらず、理事長が特段の事由

があると認めたときは、理事会 (第 54条に定める

理事会をい う。)の決議によリー定期間当該用途に

よる使用を許可することができる。

現行規約・変更案対照表　　（下線は変更部分を示します。）

1．第12条（専有部分の用途）及び第19条（専有部分の貸与）を次のとおり変更する。

現　行　規　約 変　　更　　案
（専有部分の用途） （専有部分の用途）

第12条　住戸部分の区分所有者は、その専有部分を第12条　　（同　左　）

専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供し
てはならない。

2　対象物件の住戸部分を消費者金融、特殊政治団2　（同　左　）

体、風俗営業、深夜営業等および危険物、汚物、悪

臭を発する物品等の販売・保管の用途に供してはな
ら ない。

3　区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法

（新設） （平成29年法律第65｝£　）第3条第1項の届ll l

を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業及び

国家戦略特別区域法（平成25年法律第107
号。）第13条第1項の特定認定を受けて行う国家

一一一一一一戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用しては
ならない。

（新設） 4　区分所有者は、前二項に違反する用途で専有部分

を使用することを内容とする一切の広告及びイン

一一一一一ターネットを介したウェブサイト等への登録、掲出

一一一
その他の募集又は勧誘を行ってはならない。

（新設） 5　前四項の定めは、占有者に準用する．

（用途制限） （用途制限）
一 一

第12条の2　（新設） 第12条の2　区分所有者及び占有者は、前条に定め

一一一るもののほか、専有部分を次の各号に定める用途に

使用してはならない。

シェアハウス（賃貸借契約等により1住戸に3

一一世帯を超える世帯が居住する使用形態を言い、企

業・団体・学校等の寮、寄宿舎としての使用を含
む ）

二短期賃貸住宅（いわゆるウィークリーマンショ

ン、マンスリーマンション等、不特定の者と短期
間 の 賃 貸 借 契 約 を 繰 り 返 す も の ） 　 　 　 　 　 　 　 一 一

グループホーム（社会福祉法人や介護サービス

事業者等の支援を受けながら、認知症高齢者若し

くは障害者等が集団で生活するもの）

2　前項各号に定める用途の使用者を募集するための
広 告 等 に つ い て は 、 前 条 （ 専 有 部 分 の 用 途 ） 第 3 項 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一

を準用する。

3　専有部分の用途について、第1項各号のいずれか
に抵触する疑いがあるときは、理事長又はその指定

を受けた者は、必要な範囲内において専有部分に立

入り、調査を行うことができる。この場合において

当該専有部分の区分所有者及び占有者け、正当！だ理

由がなければこれを拒否してはならない．

4　第1項の規定にかかわらず、理事長が特段の事由
があると1。」めたときは、理事会（第5 4条に定める

理事会をいう。）の決議により一定期間当該用途に

よる使用を許可することができる。

一 1

一一一



(専有部分の貸与)

第 19条 区分所有者は、その専有部分を第二者に貸

与する場合は、この規約、附属規程および総会の決

議をその第二者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に

係る契約にこの規約、附属規程および総会の決議を

遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方

にこの規約、附属規程および総会の決議を遵守する

旨の誓約書 (使用細則別記様式第 1)を管理組合に

提出させなければならない。

(新 設 )
3 前二項の規定は、当該専有部分の貸与を受けた者

又は占有者が変更となった場合に準用する。

(専有部分の貸与)

第 19条 (同 左 )

2(同 左 )

2.附 則 を加 え る。

現 行 規 約 変  更  案

(追 加 ) 附 則 (平成 30年 3月 25日 第 22期定期

総会 )

(変更規約の施行期 日)

第 1条  この規約の変更は、平成 30年 3月 26日
か ら る∩

以  上

（ 専 有 部 分 の 貸 与 ）

第 1 9 条 　 区 分 所 有 者 は 、 そ の 専 有 部 分 を 第 三 者 に 貸
　 与 す る 場 合 は 、 こ の 規 約 、 附 属 規 程 お よ び 総 会 の 決

議 を そ の 第 三 者 に 遵 守 さ せ な け れ ば な ら な い 。

2 　 前 項 の 場 合 に お い て 、 区 分 所 有 者 は 、 そ の 貸 与 に

　 係 る 契 約 に こ の 規 約 、 附 属 規 程 お よ び 総 会 の 決 議 を

　 遵 守 す る 旨 の 条 項 を 定 め る と と も に 、 契 約 の 相 手 方

　 に こ の 規 約 、 附 属 規 程 お よ び 総 会 の 決 議 を 遵 守 す る

　 旨 の 誓 約 書 （ 使 用 細 則 別 記 様 式 第 1 ） を 管 理 組 合 に
提 出 さ せ な け れ ば な ら な い 。

（ 新 設 　 ）

（ 専 有 部 分 の 貸 与 ）

第 1 9 条 （ 同 左 ）

2 　 （ 同 　 左 　 ）

3 　 前 1 項 の 規 定 は 　 ’ 5 該 1 享 有 部 分 の 貸 ’ ∫ ・ を 受 け た 者

又 は 占 W 者 が 変 更 と な ’ ） た 場 合 に 準 用 す る 。

2 ． 附 則 を 加 え る 。

現 行 規 約 変 　 　 更 　 　 案

（ 追 加 ） 附 　 則 　 （ 平 成 3 0 年 3 1 1 2 5 r l 第 2 2 1 0 1 定 期
総 会 ）

（ 変 更 規 約 の 施 行 期 日 ）

第 1 条 　 　 こ の 規 約 の 変 更 は 、 平 成 1 〕 0 年 3 月 2 6 1 1
か ら 施 行 す る ．

以 　 　 上



第 7号 議 案  役 員輪 番 制 導 入 の件

当 マ ン シ ョ ン は 従 来 理 事 会 役 員 の 任 期 を 1年 と し、 任 期 満

に 役 員 就 任 の お 願 い を 行 つ て お りま す 。 近 年 で は 、 役 員 の 担

る こ と と併 せ て 、 役 員 選 任 に 関 す る決 め ご とが 確 立 され て い

ケ ー ス が 多 く あ りま す 。 そ の た め 、 ご 協 力 を 頂 け る 方 の み で

く され て い ま す 。 今 後 、 役 員 の 担 い 手 が 減 少 し続 け 、 ご 協 力

が 増 加 して い く可 能 性 が 高 く とな る こ とか ら、 平 等 性 を 図 る

番 制 に よ る 役 員 選 出 に つ い て 検 討 致 しま した 。 つ き ま して は

致 しま す の で 、 ご審 議 を お 願 い 致 しま す 。

な お 、 管 理 規 約 の 変 更 は 、 シ ー ダ ム 藤 沢 善 行 管 理 規 約 第 4

び 議 事 )第 3項 第 1号 に 基 づ き 、 組 合 員 総 数 の 4分 の 3以 上

4分 の 3以 上 の 多 数 に よ る承 認 を 得 る こ と が 議 決 要 件 と な り

い た だ き 、 ご審 議 を お 願 い 致 しま す 。

1.提 案 内 容

了 と な る都 度 、 個 別

い 手 が 減 つ て き て い

な い た め 、 断 られ る

の 役 員 決 定 を 余 儀 な

頂 い て い る方 の 負 担

こ と を 目的 と し、 輸

、 次 の とお り ご提 案

6条 (総 会 の 会 議 及

で 且 つ 議 決 権 総 数 の

ま す 。 内 容 を ご確 認

① 輪 番 表 を作 成 し、運 用 ル ー ル を制 定

※ 詳 細 は添 付 資 料 を ご確 認 くだ さい。

② 役 員 の任 期 を 2年 とす る管 理 規 約 改 正

2.管 理 規 約 変 更

1.第 34条 (役員の任期)を 次のとおり変更する。 (下線は変更部分を示します。)

現 行 規 約 変   更   案

(役員の任期)

第 34条 役員の任期は、毎年 2月 1日 から翌年 1月

末日までの 1年とする。

(役員の任期)

第 34条 役員の任期は、毎年定期総会から翌々年の

定期総会までの 2年 とし、 1年毎の半数改選 とす

る。

第 7 号 議 案 　 役 員 輪 番 制 導 入 の 件

　 当 マ ン シ ョ ン は 従 来 理 事 会 役 員 の 任 期 を 1 年 と し 、 任 期 満 了 と な る 都 度 、 個 別

に 役 員 就 任 の お 願 い を 行 っ て お り ま す 。 近 年 で は 、 役 員 の 担 い 手 が 減 っ て き て い

る こ と と 併 せ て 、 役 員 選 任 に 関 す る 決 め ご と が 確 立 さ れ て い な い た め 、 断 ら れ る

ケ ー ス が 多 く あ り ま す 。 そ の た め 、 ご 協 力 を 頂 け る 方 の み で の 役 員 決 定 を 余 儀 な

く さ れ て い ま す 。 今 後 、 役 員 の 担 い 手 が 減 少 し 続 け 、 ご 協 力 頂 い て い る 方 の 負 担

が 増 加 し て い く 可 能 性 が 高 く と な る こ と か ら 、 平 等 性 を 図 る こ と を 目 的 と し 、 輪

番 制 に よ る 役 員 選 出 に つ い て 検 討 致 し ま し た 。 つ き ま し て は 、 次 の と お り ご 提 案

致 し ま す の で 、 ご 審 議 を お 願 い 致 し ま す 。

　 な お 、 管 理 規 約 の 変 更 は 、 シ ー ダ ム 藤 沢 善 行 管 理 規 約 第 4 6 条 （ 総 会 の 会 議 及

び 議 事 ） 第 3 項 第 1 号 に 基 づ き 、 組 合 員 総 数 の 4 分 の 3 以 上 で 且 つ 議 決 権 総 数 の
4 分 の 3 以 上 の 多 数 に よ る 承 認 を 得 る こ と が 議 決 要 件 と な り ま す 。 内 容 を ご 確 認

い た だ き 、 ご 審 議 を お 願 い 致 し ま す 。

1 、 提 案 内 容

① 輪 番 表 を 作 成 し 、 運 用 ル ー ル を 制 定

　 ※ 詳 細 は 添 付 資 料 を ご 確 認 く だ さ い 。

② 役 員 の 任 期 を 2 年 と す る 管 理 規 約 改 正

2 ． 管 理 規 約 変 更

1 ． 第 3 4 条 （ 役 員 の 任 期 ） を 次 の と お り 変 更 す る 。 　 （ 下 線 は 変 更 部 分 を 示 し ま す 。 ）

現 　 行 　 規 　 約

（ 役 員 の 任 期 ）

第 3 4 条 　 役 員 の 任 期 は 、 毎 年 2 月 1 日 か ら 翌 年 1 月
末 日 ま で の 1 年 と す る 。

変 　 　 更 　 　 案

（ 役 員 の 任 期 ）

第 3 4 条 　 役 員 の 任 期 は 、 毎 年 定 期 総 会 か ら 翌 々 年 の

定 期 総 会 ま で の 2 年 と し 、 1 年 毎 の 半 数 改 選 と す
る 。
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